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近藤原子力委員会委員長の海外出張報告 

 

平成２２年１０月１２日  

１．渡航目的 

 ９月２０日（月）より第５４回ＩＡＥＡ総会に出席すると共に、海江田科

学技術政策担当大臣に同行し、天野ＩＡＥＡ事務局長やチュー米国ＤＯＥ長

官とのバイ会談に出席した。その傍ら、様々な行事に参加し講演を行うとと

もに、ＩＡＥＡ事務局幹部を表敬訪問した。 

 また、前日９月１９日にサイバースドルフにあるＩＡＥＡ保障措置分析ラ

ボを視察した。総会終了後には渡仏し、９月２７日にフランス原子力庁がボ

ルドー市に建設中のレーザー核融合施設 （ＬＭＪ：Le Laser Megajoule)を

視察し、関係者と意見交換を行うとともに、９月２８、２９の両日、ベルサ

イユで開催された第１７回日仏原子力専門家会合（Ｎ－２０）に出席した。 

 

２．主要日程  

９月１８日（土） 成田空港発  

９月１９日（日） ウィーン着 

ウィーン郊外サイバースドルフ 保障措置分析ラボ視察 

海江田大臣とチュー米国ＤＯＥ長官とのバイ会談に出席 

９月２０日（月） 海江田大臣と天野ＩＡＥＡ事務局長とのバイ会談に出席 

第５４回ＩＡＥＡ総会出席 

         ＩＮＰＲＯ１０周年記念式典 スピーチ 

９月２１日（火） ＩＡＥＡチェト事務次長（技術協力局）表敬訪問 

ＩＡＥＡフローリー事務次長 

（原子力安全セキュリティ局）表敬訪問 

９月２２日（水） 原子力エネルギー局主催産業界向けサイドイベント講演 

         加盟国等向けの日本のプレゼンテーション 

         ＩＮＰＲＯ１０周年記念フォーラムにて講演 

９月２３日（木） ＩＡＥＡソコロフ事務次長（原子力エネルギー局）表敬 

訪問 

         ＩＡＥＡナカーツ事務次長（保障措置局）表敬訪問 

９月２４日（金） ＩＡＥＡブルカルト事務次長 

（原子力科学・応用局）表敬訪問 

 フランスへ移動 

９月２７日（月） レーザー核融合施設 (ＬＭＪ)の視察及び意見交換 

９月２８日（火） 第１７回日仏原子力専門家会合（Ｎ－２０）（１日目） 

９月２９日（水） 第１７回日仏原子力専門家会合（Ｎ－２０）（２日目） 

         仏シャルルドゴール空港発→成田空港へ 

９月３０日（木） 成田空港着 
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３．結果概要 

（１）ＩＡＥＡ保障措置分析ラボ視察 

（２）第５４回ＩＡＥＡ総会 

（２）－１ 総会での主要演説の概要 

（２）－２ 総会サイドイベント 

（２）－３ ＩＡＥＡ事務次長との意見交換 

（３）Le Laser Megajoule (ＬＭＪ)施設視察 

（４） 第１７回日仏原子力専門家会合（Ｎ－２０）出席 

 

（１）ＩＡＥＡ保障措置分析ラボ視察 

９月１９日、米国エネルギー省チュー長官、フランス原子力庁ビゴー長官、

ＥＵ代表とともに、ウィーン郊外のサイバースドルフにあるＩＡＥＡの保障

措置分析ラボ（ＳＡＬ）を視察した。このラボは、同地にオーストリア工科

大学が研究用原子炉を設置して各種の原子力科学技術研究を実施していたこ

とから、その一部を利用してＩＡＥＡが原子力科学技術応用に係る研究と保

障措置に係る分析を行う目的で隣接して開設したものである。数年前に、こ

の原子炉が廃炉になったことから、セキュリティシステムも変更されること

になり、次第に保障措置関係の建物はＩＡＥＡ自らが管理する方向に移行し

つつある。 

 

このラボは、世界にある約９００の原子力施設における保障措置活動で入

手した核燃料や環境サンプルの分析を行う役割を担っており、世界各地から

送られてくるサンプルの核種組成を質量分析技術やアルファ、ベータ、ガン

マ線分析技術を用いて行っている。現場は、大学等の研究所が備える設備と

あまり違いはなく、分析装置からしても特別な分析能力があるというわけで

はないが、データベースは膨大なものがあり、他の追随をゆるさないものに

なっているようである。なお、各国の同種の分析機関とも連携し、また、こ

の分野の人材育成の取組みも行っている。 

 

エルバラダイ前事務局長による加盟国に対するこのラボの能力の向上への

支援要請に応えて、我が国は質量分析装置の性能向上を支援した。現在は、

購入設備の選定が終わり、受け入れのための試験が実施されていた。また、

６月には日本を含む数カ国の特別拠出金を得てクリーンラボ拡張工事が開始

され、来年には完成するとのこと。現在は新しい核物質ラボの建設準備中で

あり、この建設のために我が国を含む数カ国から特別拠出金を得ているが、

完成にはなお追加の拠出を得る必要があるとのことであった。 
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同所職員の話によると、このような地道な分析を日常的に行う職場にあっ

ては担当者のモチベーションを高く維持する工夫が必要であるところ、ＩＡ

ＥＡは一般に職員の滞在可能な期間が 7年であること、他方で、この仕事で

学界から７年も離れていると研究者としては成長できない恐れがあることか

ら、優れた人材の確保には苦労しているとのこと。各国の類似のラボと連携

してジョブローテーションの仕組みを工夫するなどの試みも必要ではとの意

見も聞かれた。 

 

（２）第５４回ＩＡＥＡ総会 

（２）－１ 総会での主要演説の概要 

 

＜天野ＩＡＥＡ事務局長演説＞ 

①昨年就任時に約束したように、核不拡散と原子力の技術協力を含む平和利

用という二つの目的をバランスのとれた形で追求することに腐心している。

特に「ＩＡＥＡは核の番人」という、他の分野を評価しない今までの認識

を変えるように努力し、今年は、特に途上国のがん対策を最優先事項に掲

げる。 

②平和利用に対する関心の高まりを受けＩＡＥＡは新規導入国の支援を続け

る。 

③原子力支援に消極的な国際金融機関に対し、原子力発電が安定かつクリー

ンなエネルギー源とＩＡＥＡが認識していることを伝え、支援に向けて新

しい工夫を行うことを求める。 

④原子力発電が地球温暖化対策として評価されるように努力する。 

⑤放射性廃棄物の管理・処分に関するベスト・プラクティスの共有に努力す

るとともに、ＩＮＰＲＯなどを通じて原子力技術のイノベーションを媒介

する役割を追及していく。 

⑥核燃料供給保証について引き続き議論の場を提供していく。 

⑦原子力応用の分野では、がん対策、放射線医療教育、水の確保、海洋汚染

監視等の分野に力を入れ、関係機関と協力していく。 

⑧原子力安全とセキュリティの分野ではマネジメント、リーダーシップ、安

全文化に中心をおき、加盟国の相互裨益を追及、医療現場の核セキュリテ

ィ、原子力防災活動における国際緊急時センター機能の強化、改正核物質

防護条約の批准促進などを推進する。 

⑨技術協力の分野では、資金を強化して取り組みの強化を推進する。 

⑩検証面ではＩＡＥＡの機能を強化すること、中東における保障措置の適用

などの重要課題に真剣に取り組む。 
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＜中国＞ 

①高速実験炉（ＣＦＥＲ）と新型研究炉（ＣＡＲＲ）が臨界に到達。 

②原子力特別プログラムＣＰＲを通じて原子力推進のための多面的取り組み

を推進している。 

③安全規制に対するＩＲＲＳ(ＩＡＥＡの総合的規制評価サービス)を受け入

れ、核セキュリティ面ではＩＡＥＡと実施取り決め（ＰＡ）を締結し、ま

た核不拡散核セキュリティ技術実証ＣＯＥを設立する準備を推進している。  

 

＜米国＞ 

①核不拡散の取組みにＩＡＥＡが果たす役割の重要性に鑑み、この分野への

資源配分強化を呼びかけ。 

②ＩＡＥＡ燃料バンクについては今年中に議論を終結して決定を期待。 

③総額１億ドルの「平和利用イニシアティブ」という名の基金の設立を提案。 

④イラン制裁を有志連合で強化。 

⑤米ロ合意に基づく核軍縮の進展に伴って生じるプルトニウムの処分に係る

検証活動をＩＡＥＡに依頼にする取り決めを締結したい。 

 

＜インド＞ 

①ＩＮＰＲＯは重要な役割を果たしているので、これを通常予算できちんと

行われるようにするべき。 

②ＩＮＥＳ（事故故障評価尺度）の２０周年をお祝いしたい。 

③２０３２年には６０００万ｋＷの原子力発電所を稼働させることを目指し

て建設活動を推進中。 

④２２万ｋＷおよび５４万ｋＷのＰＨＷＲは中小炉を希望する国に輸出でき

るし、その他原子炉用の特殊鋼材、鍛造品等を輸出できる。 

⑤現在、関心を有する国と意見交換をする場として原子力エネルギーパート

ナーシップグローバルセンターを設立準備中。 

⑥放射線がん治療技術も開発・利用中で、関連装置をスリランカに提供した。 

⑦カルカッパムには原子力火力ハイブリッドの多段フラッシュと逆浸透プロ

セスによる日量６３０万リットルの海水脱塩プラントを稼働中、等を報告。 

 

＜ロシア＞ 

①ＩＮＰＲＯの役割を評価する。 

②東欧、インド、トルコ等において原子炉輸出（出資を伴う）に積極的取り

組みを行っているし、ロシアにおける建設に外資を受け入れることも開始。

③核燃料サイクルの分野でも濃縮事業を推進、カザフスタンとの間では相互

投資（ウラン探鉱に投資する一方、濃縮事業への投資を受け入れ）も進め

ている。 
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④将来に向けて、核燃料サイクルを閉じ、地球内部から掘り出した放射能と

同水準の放射能を地球内部に返すことができるようにするべく高速炉の研

究開発を推進している。この炉の重要性に鑑み、この研究開発をめざす多

国間プログラムを推進したい。そのために多機能高速炉の建設を行う用意

がある。 

 

 

（２）－２ 総会サイドイベント 
 
●９／２０ ＩＮＰＲＯ１０周年記念式典 スピーチ 

ＩＮＰＲＯ１０周年を祝うセレモニーにおいて、米国、ロシア、フランス

代表に続いて祝辞を述べ、我が国は今後ともＩＮＰＲＯの取組みに協力を惜

しまないとした。 

 

●９／２２ 原子力エネルギー局主催産業界向けサイドイベント講演 

原子力利用に関する導入国向けの各国の取組のブリーフィングにおいて発

言の機会を与えられたので、日本の導入国向けの取組みを説明した。なお、

会合では、１つの発言枠の中で、ＵＡＥと韓国、ヨルダンとフランスという

ように、技術協力関係にある国が連携して発表する例もあった。質疑応答で

は、導入準備国から「各国からいろいろ言われ、どれを信じていいかわから

ない。ＩＡＥＡはそのクリアリングハウスとしての機能を発揮してくれない

か」という切実な声が発せられていた。 

 

●９／２２ ＩＮＰＲＯ１０周年記念会合 

ＩＮＰＲＯ１０周年記念会合において、ＩＮＰＲＯの今後のあり方に関し

て、６人の招待講演者の１人として講演した。講演の要点を以下に示す。 

・これからは技術開発に取り組むべし。（独、露、印） 

・イノベーションはいろいろあり、これからも探り続けるべき。（加） 

・イノベーションは言うは安く実現は難しい。（米） 

・ＩＮＰＲＯはこれからの原子力開発利用が直面する課題を創造的に解決

するために各国間で議論するフォーラムにすべき。（日） 

 その後別の５人のパネリストによるこのテーマに関するパネル討論が行わ

れた。大別すると以下の３つの意見が出された。 

・知財管理に様々な制約があり本格的な共同投資活動ができない。 

・これまでの活動は、結果として新規導入国の準備支援が中心となってい

ることから、今後は通常予算で行う活動とすべき。 

・共同作業が必要な、かつ価値がある課題を見つけ、討議及び解決に向け

たプロジェクト活動を行う従来の方式を継続するべき。 
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●９／２２ 加盟国等向けの日本のプレゼンテーション 

日本政府関係機関によるこれまでの国際共同作業の取組みと、今後の取組

み方針、関係機関の窓口担当を紹介する講演を行った。聴衆はＩＡＥＡの日

本人職員が約３０人、ＩＡＥＡ職員が約２０人、総会参加外国人が数人であ

った。参加者からは好意的に評価されたが、一方でＩＡＥＡ総会サイドイベ

ントとして日本がプレゼンテーションの場をもつことははじめての取り組み

であり、会場の設営、リーフレットの配布方法や配布先、資料の準備の仕方

などで反省するべき点も少なくなく、これらは今後、この種の取組みを継続

的に実施していく際の教訓とすべきである。 

 

●９／２１、２２ 科学フォーラム（参加できず、関係者からの聞き取り） 

がんは世界的な健康問題として取上げられていないが、途上国において死

亡の主因となっている。天野ＩＡＥＡ事務局長は、就任に際してがん対策を

最優先事項に掲げ、がんを今年の科学フォーラムのテーマとした。二日間に

わたるフォーラムでは次のようなテーマにて議論が行われた。 

・医師に会う 模擬腫瘍委員会 

乳がん患者を想定し、最適な治療方法を専門医が議論した。原子力の

医学利用例が紹介された。発展途上国における実現可能性について議論

が集中した。 

・健康に関する世界的な議題の一つとしてのがん 

がんについて政治的、経済的、社会的、技術的な側面から議論した。 

なぜがんは世界的な議題として扱われて来なかったのかについて議論

された。 

・パートナーを結束 

  国際機関、国の機関などの専門家が、世界規模での取組み方を議論し

た。 

・がん対策におけるＩＡＥＡの役割 

ＩＡＥＡの人的、技術的支援による放射線医学利用の基盤向上の成功

例が紹介された。どのような基準でＩＡＥＡの支援対象を絞るかが議論

された。 

・新たなテクノロジー「課題と機会」 

  PET-CT など画像診断や重粒子線治療など、がん対策に有効な新技術の

紹介があり、発展途上国での最新技術の必要性や実現性等が議論された。 

我が国からは、重粒子線がん治療装置による臨床研究の進展状況等に

ついて、放医研重粒子医科学センター病院・辻第３治療室長及び群馬大

学・中野教授が発表を行い、討議に参加した。 

・新しい環境における新しい放射線医療技術の安全で適切な利用 
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医療用放射線技術の安全な利用法や法整備、放射線治療における最適

化されたプロトコル、人材育成等に対する政府の関与等につき議論され

た。 

我が国からは、放医研・米倉理事長が発表を行い、討議に参加した。 

 

議論の総括 

１）ＩＡＥＡは、がんに関連するプログラムの実現のため、がんに対する

優先度を維持するべき。 

２）ＩＡＥＡは、ＷＨＯとの協力のもとに、包括的ながん対策を推奨し続

けるべき。 

３）ＩＡＥＡは、がんを世界的な開発目標に位置づけるため、また、加盟

国のがん対策を支援するため、必要な措置をさらに実行するべき。 

４）ＩＡＥＡ、加盟国、非政府組織は、国連総会におけるミレニアム開発

目標の見直しの議論に積極的に参加するべき。 
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（２）－３ ＩＡＥＡ事務次長との意見交換 

 

①９／２１チェト事務次長（技術協力局）との会談 

 

１）日本の原子力政策状況を説明し、日本がＩＡＥＡの技術協力活動を重視し、

一層の協力を図るつもりである旨述べた。チェト事務次長は以下を述べた。 

・技術協力局に邦人職員が極めて少ない。若い人、特に女性の応募を期待

しており、いつか女性事務局長が出ることも期待。 

・日本は、ＲＣＡ（原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための

地域協力協定）の活動に深く関与し、不妊虫放飼法関連プロジェクトに

貢献しているが、技術協力においては姿が十分に見えない。 

・技術協力面では日本のＪＩＣＡが各地に拠点を持ち活動しており高く評

価する。ＩＡＥＡとしてはＪＩＣＡを窓口として、共同でプロジェクト

を考えてもよいのかもしれない。 

・米国提案の「平和利用イニシアティブ」への資金貢献を日本が検討中で

あることを評価する。これが技術協力プログラムに活用されることを期

待する。 

 

委員長は、これらの指摘は正しいとした上で、尾本原子力委員が東京大学

とＩＡＥＡとの間の新たな関係を構築しようとしていること、またＩＡＥＡ

活動の理解増進の一助として日本の幾つかの大学でＩＡＥＡ職員に講義して

もらうことも検討に値するのではと述べた。 

 

２）委員長は、途上国の自立支援活動において、自立実現には様々な課題が

あり、工夫が必要である旨指摘し、チェト事務次長は認識を共有すると述

べた。 

 

３）委員長は、ＩＡＥＡの技術協力プロジェクトに利用できる日本の技術・

資源は、日本政府の関係機関に多岐に分散していることに課題があるよう

なので、フォーカル・ポイントを設けるべきかどうか考えている旨述べた。

これに対して、チェト事務次長は、受益国政府はＩＡＥＡ事務局との一元

的な窓口として National Liaison Officer を設けている例があり、これ

が極めて有効有益であるから、そういう趣旨の窓口を整備することを推奨

したいと述べた。 
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②９／２１フローリー事務次長（原子力安全セキュリティ局）との会談 

 

１）委員長は、発展途上国における安全に対する考え方が先進国のそれと乖

離しないよう、共に高い水準の安全性の実現を目指す環境をＩＡＥＡとし

て整備することを期待する旨述べた。フローリー事務次長はそれはＩＡＥ

Ａの使命であるとし、今後ともお互いに世界に対してそのような環境の実

現に向け、働きかけを継続していくことで意見が一致した。 

 

２）委員長より原子力安全セキュリティ局の今後の業務展開について質問し

たのに対し、フローリー事務次長は同局の今後の展開を以下のように述べ

た。 

・多くの国が原子力を希望しているが、新規参入国のサポートのための枠

組みが構築できていない 

・新興国のセーフティやセキュリティの枠組み構築は、原子力プログラム

の進展レベルに依存しているので、タイムリーにトレーニング、文書管

理、法整備、セキュリティ、セーフティネットワークを活用してもらう

ことが課題である。 

・セキュリティは安全よりも歴史が浅いので、まずこれを育成させる必要

があるが、その後は、このふたつを統合し、お互いを包括しあうように

していくことが必要である。 

 

 委員長より以下を述べた。 

・日本は原子力委員会でセキュリティとセーフガードを、原子力安全委員

会でセーフティを所掌し、両者ともに最良の品質となるよう最善を尽く

している。 

・我が国は、今年ワシントンにて開催された核セキュリティサミットにて

ＩＡＥＡへのサポートと核セキュリティセンターの設立を約束した。こ

のセンターの取組みについてはＩＡＥＡにも支援をお願いしたい。 

 

３）フローリー事務次長は、最近、セーフティとセキュリティのインターフ

ェイスに関するＩＮＳＡＧ－２４報告（双方が強めあう関係であり存在を

誤解してこぼれるところがないよう強調している報告）をリリースしたと

した上で、セーフティ、セキュリティ、セーフガードの系統だては、どの

ように関連・発展させるべきかと質問した。これに対し、委員長は以下を

述べた。 

・セキュリティの立ち位置は国により異なる。自分は、INFCIRC/225/REV4

に示されているように、セキュリティはＳＧと安全との橋渡しになるも

のと位置付けている。 
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・現在、日本は INFCIRC/225/Rev5 の完成を待ち、これを国内体制に取り入

れることを議論している。しかし、Rev5 はリスク評価にもとづくグレー

デッドアプローチを慫慂しているが、信頼のおけるセキュリティリスク

分析手法が確立されていないのは問題である。ＩＡＥＡにおいてその整

備に尽力されたい。 

 

フローリー事務次長は、セキュリティリスク解析では人間がゲーム論的

に絡むシナリオを扱わねばらないので難しいと述べた。これに対して委員

長は、安全リスク解析でも人間信頼性に関してはそういう状況を扱わねば

ならないとわかり、苦労したが、方法論が充実してきているため、衆知を

集め前進させるべきと考えると述べた。 

 

③９／２３ソコロフ事務次長（原子力エネルギー局）との会談 

 

１）ＩＮＰＲＯの１０周年記念行事について 

委員長は、ＩＮＰＲＯ１０周年記念原稿をソコロフ事務次長に手交し、会

合は有意義であったが、ＩＮＰＲＯのあり方については、以下のような様々

な意見があった旨説明した。 

・革新的な取組みと言いつつ、実体としては新規参入国に対する技術サー

ビスの感があり、名称と実態がかい離していることに戸惑いがある 

・そういう内容ならば当然ＩＡＥＡの通常予算で行うべき 

その上で、委員長は、ＩＮＰＲＯ活動はＧＩＦ活動を置き換えるのではな

く、タイムリーかつ重要なイノベーションを目指すテーマについて多面的な

議論を行うフォーラムとして機能させていくのが合理的であり、様々な知恵

がぶつかるユニークなイノベーションフォーラムとすることを提言した。 

 

ソコロフ事務次長は、 

・途上国は実際に原子力に係る知恵や技術移転を求めている。 

・移転する技術は持続可能であるべきで、従って増殖炉を含むべき。 

・増殖炉は革新的な技術として研究開発が進められている 

から、そうした名称と内容で引き続きＩＡＥＡ大でプロジェクトを進める

ことには合理性がある、とした。 

 

これに対し、委員長は、増殖炉は研究開発段階にあり実用化に成功すると

保証されているわけではないこと、この点を途上国に誤解されないよう正し

く伝えるべきであること、持続可能性を実現するための課題は技術だけでは

ないため、多面的に話し合うことは有意義であると考える旨を述べた。 
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２）ＡＮＥＮＴ加盟について 

ソコロフ事務次長より、尾本元ＩＡＥＡ原子力エネルギー部長が教授をさ

れている東京大学に国際原子力教育コースがあり、ｅラーニングも考えてい

るときいており、ＡＮＥＮＴに協力いただければと考えている旨、発言があ

った。現状、ＡＮＥＮＴの活動は、サイバープラットホームの立ち上げ等の

特別教育コースなど充実してきており、アブダビの大学とも活動していると

のこと。 

委員長より、原子力委員会としては、人材育成の面でＩＡＥＡと協力する

ことは重要と関係者を督励しているが、東京大学とＩＡＥＡの活動について

は、政府が指示する性質のものではないこと、ただ尾本教授にはＩＡＥＡに

協力することについてはＡＮＥＮＴの存在を踏まえつつも創造的に取組むこ

とが重要とは話していること、を説明した。これに対しソコロフ事務次長よ

り、協力の仕方やレベルはいろいろあり得る、との発言があった。 

 

３）六カ所再処理施設の稼働延期について 

六カ所再処理施設の状況について質問があり、委員長より遅延の経緯や高

レベル放射性廃棄物のガラス固化プロセス技術について進歩を遂げてきてい

る旨を説明した。また、関連して、廃棄物管理技術は普遍性の高い課題であ

る一方、多様な技術が連携なく使われている現状にあり、各国の共同作業の

可能性を検討する価値があるように思われる。これはＩＮＰＲＯの場で取組

むべきテーマではないか、と述べた。 

 

４）もんじゅについて 

ソコロフ事務次長より、もんじゅの運転再開及び最近のトラブルについて

質問があり、委員長よりトラブルの概要を説明し、トラブルを踏まえた今後

の予定として、来年の前半に４０％出力運転を目指すという現行スケジュー

ルに大きな変更がないとの見通しを説明した。なお、ソコロフ事務次長より、

重要で貴重なもんじゅやフェニックスのデータについては、これまで同様、

引き続き提供して欲しいとの依頼があった。 

 

５）その他 

ソコロフ事務次長より、海水からのウラン回収に関する質問があり、委員

長より、我が国における研究状況につき回答した。 

  また、委員長より、ＩＮＲＰＯの会合において安全問題等の規制ポジショ

ンが重要になる課題をとり上げる際には、規制当局を招待するべき。彼らは新

しいことに受身の姿勢をとりたがるが、他方で知識管理を重視しているから、

相互裨益の点から話し合いに合理性があると理解してもらえるはず。過去のい

くつかの経験からこのように申し上げることができる、と述べた。 
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④９／２３ナカーツ事務次長（保障措置局）との会談 

 

１）ＩＡＥＡとの協力について 

委員長は、日本の保障措置に係る取組みについては、ユーラトムと同じで

あるべきかは効率や効果を考慮し考えるべきであるが、国民に対して独自に

説明可能なものとすべく陣容強化を求めている旨、説明した。 

また、今年 4月のセキュリティサミットでの鳩山元首相の４つの約束に、

アジア核不拡散・核セキュリティの統合支援センターの設立やＩＡＥＡのこ

の分野の取組みに対する支援強化があるところ、この支援センターは、第１

には、アジア地域の新興国の核不拡散や核セキュリティの分野におけるキャ

パシティビルディングをサポートすることが目的であるので、ＩＡＥＡによ

る協力を依頼した。第２には、大学と共同での本分野の教育・研究を推進予

定であるが、これは、保障措置対象施設も高度化し、他方で、次世代保障措

置技術に対する期待があることを踏まえれば、呼応した研究開発が重要と考

える故のものである旨を述べた。 

 

２）六ヶ所再処理施設の状況について 

ナカーツ事務次長は、六ヶ所再処理施設状況について質問があったのに対

し、委員長より以下を述べた。 

・計画遅延に関連する高レベル放射性廃棄物のガラス固化施設の運転手順

書確立に向けての試験がモックアップ装置を用いて進められていること。 

・電気事業者には、こうした不確実性が我が国の原子力発電に影響を与え

ないように事業のリスク管理、特に使用済燃料の貯蔵能力の確保を適切

に行うことを求めていること。 

・この六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムをＭＯＸ燃料に加工す

るＪ－ＭＯＸ工場は、もともと再処理工場の操業開始後数年を経た２０

１５年の竣工を予定していたので、六ヶ所再処理工場の本格操業開始が

遅延しても、竣工時のプルトニウムの蓄積量は予定より少なくなるが、

ＭＯＸ燃料の国内生産活動は１００％規模ではないだろうが、予定が大

きく変わることなく始められるのではないかと考えていること。 

・但し、ＩＡＥＡ貴部局の業務計画に大幅な変更が発生し、ご迷惑をおか

けしていることは遺憾であること。 

 

３）日本の施設への見学について 

委員長は、六カ所村にはＩＡＥＡのオンサイトラボがあり、我が国では

現在、追加議定書の導入に伴いＩＡＥＡ保障措置を統合保障措置へと移行

させる取組みが進行中であるから、是非、早期に来日されたいと述べた。
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これに対し、ナカーツ事務次長は、日本には行ったことはあるが施設を見

たことがないのでぜひ訪問たしたいと述べた。 

 

４）原子力委員会としての関心事について 

委員長は、原子力委員会は、核不拡散分野の政策評価の結果、保障措置活

動の現場における偶発的トラブルが発生したことに関して、組織のトップマ

ネジメントに対して、不拡散文化あるいは保障措置文化というものを組織の

隅々にまで浸透させるべきと提言されたことを踏まえて、関係者にその旨述

べてきていると説明した。 

  これに対し、ナカーツ事務次長は重要な取組みと同意するとともに、査察

官にとっても、そういう業務全体を統合する基本的考え方が必要であると考

えていると述べた。 

  更に委員長は、我が国は他国に無い査察対象を有しているので、効果的で

効率的な保障措置活動を行っていただくためには、それらに対する保障措置

活動の在り方について関係者が共通認識を持つことが重要であり、政府関係

者にはＩＡＥＡとよく協議するように指示しているので、今後ともよろしく

お願いしたいと、述べた。 

これに対し、ナカーツ事務次長より、重要なご指摘であり、そのように行

動したいとの発言があった。 
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 ⑤９／２４ブルカルト事務次長（原子力科学・応用局）との会談 

 

１）ブルカルト事務次長は、日本は放射線医学総合研究所がＩＡＥＡとの協

働センターの活動の幅を広げるなどＩＡＥＡとの連携が活発であり、ＪＡ

ＥＡ高崎研究所等のとも引き続き協働している。今後とも一層の関係強化

を期待すると述べた。 

また途上国の原子力の理解促進の観点では、原子力プラントのエンジニ

アよりも医者の言葉を信頼するので、医学分野での放射線利用促進は重要

とも述べた。 

これに対し委員長より、引き続きＩＡＥＡとの連携強化に努めたい、ま

た、放射線医療関係者と原子力関係者の相互理解活動は極めて重要である

と考え、その機会を増やすよう関係者に慫慂していると述べた。 

 

２）ブルカルト事務次長より、放射線利用の経済効果をどのように発信する

かが非常に重要と考えており、例えばラジアルタイヤに対する放射線技術

の寄与率を加味した経済的効果の定量的評価は難しいと思うが、重要な取

組であり個人的興味もあるとの発言があった。 

委員長より、原子力委員会ではこの 10 年間、放射線に係る産業規模の推

計を数回実施していること、寄与率により経済的効果の数字が大きく変動

するため、誇大宣伝と指弾されないよう、検討の進め方を含めて留意して

いること、今後とも適宜に見直し、結果を公表する活動を継続していくこ

と、を説明した。 

 

３）ブルカルト事務次長より、ＪＡＥＡの海中ウラン回収技術の進展状況に

対し質問があった。委員長より、コスト面ではなお鉱石からのウランと１

０倍近い開きがあり、まずはコストダウンを目指して引き続き吸着材等の

さらなるイノベーションを追求すべきではないかと考えているが、このよ

うなウラン価格の歯止めになる技術、つまりバックストップ技術を持つこ

とは有意義であるから、関係者には引き続き研究開発努力を続けるべきと

している旨を述べた。 

 

４）ブルカルト事務次長より、途上国の水資源開発も重要な分野の一つであ

り、水の起源等について調査し、活かす取組がＩＡＥＡにて行われている。

水分野は科学フォーラムにおける「がん」の次のテーマとなる可能性もあ

るが、これに関連し、日本では海水淡水化技術を利用しているかとの質問

があった。 

これに対し、委員長より、アジアは国際河川が多く、今後、水が国際紛

争の主要因になる可能性があること、海水淡水化装置技術、特に逆浸透膜
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フィルター技術は日本の得意分野であり、中東で活躍していること、日本

でも原子力発電所が海岸沿いに建設されることから、海水淡水化装置を併

設する場合があり、この種の装置の産業化事例となっていること、を説明

した。 
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（３）Le Laser Megajoule (ＬＭＪ)施設視察 

 

９月２７日、フランス原子力庁（ＣＥＡ）がボルドー市に建設中の Le Laser 

Megajoule (ＬＭＪ)施設の建設現場及び同サイトにあるＬＩＬ施設及びＰＥ

ＴＡＬ施設を視察し、関係者とレーザー核融合研究の在り方等について意見

交換を行った。 

 

仏は１９９５年に核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）を批准することを決定して以

来、核兵器の製造を終了し、兵器級核燃料物質の製造を停止し、製造施設の廃

止措置を開始している。 

一方、兵器の性能保証能力を数値シミュレーションに依存するべく、２０１

１年までに１０万のインテルプロセサーから構成され、１ペタフロップスの計

算速度、３００テラバイトの記憶容量を有する大型電子計算機を整備するとと

もに、米国がローレンスリバモア国立研究所で稼働させているＮＩＦ

（National Ignition Facility）と同様、エネルギー７．５ＫＪのレーザービ

ーム１７６本を直径２．４ｍｍのＤＴターゲットを入れた穴あき容器に同期入

射することで、これを圧縮して核融合反応を発生させる装置であるＬＭＪの建

設を２０１４年の稼働を目指して進めている。現在はレーザー棟においてレー

ザー増幅装置の設置が行われている一方、設置の終わったターゲットチャンバ

ーに測定装置を設置するためのポートを多数設置し始めたところである。 

 

この計算機及びＬＭＪは、一般のシミュレーション研究者、レーザー核融

合研究の基礎物理及び技術の確立を目指す研究者、この装置の中心部で実現

される温度・圧力が星の内部のそれに匹敵することを利用して実験を企画し

ている天体物理学者や地球物理学者に開放することが計画されている。この

ため、ＬＭＪの原型として建設されたＬＩＬが稼働を開始したのを機に国際

科学界との窓口になる Institut Lasers et Plasma（ＩＬＰ）をＣＮＲＳ（国

立科学研究センター）やＣＥＡに設立している。 

ＬＩＬは阪大の「激光」装置と類似の規模のレーザー装置で、２００２年

から利用されている。一方、ペタワット級のレーザー装置技術が最近、急速に

進展したことを受けて、国、地方政府（Aquitaine 県）、そしてＥＵの資金を

得て Petwatt Aquitaine Laser(ＰＥＴＡＬ)の建設が開始されている。これは

0.5ピコ秒から5ピコ秒までの短い時間幅の3.5KJのレーザービームを発生さ

せることができ、これをＬＭＪと組みわせることで、欧州におけるレーザー核

融合研究開発計画ＨｉＰＥＲに貢献することを目指している。 

委員長より、この計画の責任者であるヴェルバエルド氏他に対し、我が国

の核融合研究開発計画を紹介するとともに、レーザー核融合研究は我が国で
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は核融合研究開発を支える学術研究に位置付けられていること、レーザー核

融合の方式として、間接加熱方式、直接加熱方式があるが、これに加えて、

最近に至り、ペタワットレーザー技術の進展により高速点火方式が注目され

ており、阪大がこの方式で点火を目指すＦＩＲＥＸ－１計画を推進している

ことを説明した。 

これに対して、ＬＭＪにおける民生利用計画を進めているボルドー大学の

レーザー核融合グループを率いるシュルツ教授から、当面は、高速点火方式

と並行して、レーザーで圧縮したターゲットに球対称にペタワット級レーザ

ービームを多数打ち込み、衝撃波を発生させて一挙に点火条件を満足させる

衝撃点火方式も追求することにしているが、現在は、後者の方がゲインも高

く、有望な技術であると考えている旨、説明があった。 

なお、欧州では、ペタワット級レーザー技術の進歩を迅速かつ広範に学術

研究に応用するべく、１０００ペタワット級のレーザー装置ＥＬＩの実現を

目指す取組みが開始されており、まず、チェコ等中欧３カ国に１００ペタワ

ット級の装置を設置することが決まっている。これらはいずれも新しい科学

領域に挑戦する世界の研究者コミュニティや産業技術のイノベーションの道

具として産業界の利用に供せられる計画であることも併せて説明された。 

 

所感として、我が国は、欧州におけるこのような取組みの存在、意義等に

ついて国民と広く情報を共有するとともに、大学、ＪＡＥＡ等で分散的に進

められているペタワットレーザーが提供する新しい科学技術研究環境を広い

ユーザーコミュニティに向けて整備・活用する取組みをどう進めるべきか、

こうした国際社会の取組みとどう共同していくかについて、検討を深めるべ

きであると感じられた。 
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（４）第１７回日仏原子力専門家会合（Ｎ－２０）出席 

 

委員長は９月２８日にパリで開催された日仏原子力専門家会合（Ｎ－２０）

において我が国の原子力政策の現状について紹介するとともに、会合に参加

したフランスの原子力関係者と意見交換を行った。以下に主な論点を示す。 

 

① 国際社会において原子力発電に対する関心が高まっていることは、各国

が国民の生活水準の向上を目指す結果、電力需要の伸びが予測されること、

及び地球温暖化対策の観点から非炭素エネルギー源に対する関心が高まっ

ていることの結果であり、歓迎するべき。 

  而して、原子力事故は世界のどこで発生しても各国の世論がこれに敏感

に反応するから、これらの取組みは高い水準の安全性、核セキュリティ、

核不拡散性、そして廃棄物管理を含む持続可能性を確保して推進されなけ

ればならない。このためには日本やフランスが率先してあるべき姿を示す

とともに、欧州においてＷＥＮＲＡで行っているように、規制当局による

地域協力を推進して、ルールの共有・共通化などに取組むことが肝要であ

る。 

  なお、中国、インド、ロシアは主要なプレーヤ―であるから、国際機関

の場を通じて普遍的なルール作りを共同して行う作業に責任あるパートナ

ーとして参加を求めていくべきではないか。日本は、これらについての自

らの考え方を国際社会に発信していくことがまず大切ではないか。 

 

② フランスの場合、国内における原子力発電所の大量建設時代に採用され

た人々が退職する時代を迎えて、多数の原子力技術者の新規雇用が必要に

なっているので、人材の育成が重要課題になっている。このため、多くの

大学に一年間の導入教育とインターンシップ（これを重視）を含む一年間

の専門教育を行う原子力修士課程を整備してもらい、奨学金も用意した。

また、既存の専門教育機関も整備した。さらに指導者の育成も急務となっ

ており、この機関の使命にしている。これらは当然に国際社会にも開かれ

ている。 

   日本の場合には、フランスのように急速な求人増が発生することは予想

されていないが、産業界が国際市場に進出すると、その分、追加人材需要

が発生するし、国際社会で通用する資格を付与することのできる人材育成

機能を充実すれば、国際社会からの育成需要も増大する。したがって、日

本としては将来国際社会で働くことを前提に人材育成活動を行うことが重

要と考えている。 
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 こうした日仏の状況を踏まえれば、教官交流、単位の相互認定、インタ

ーンシップの相互受け入れなど、両国の人材育成分野での協力を拡大する

ことは有意義ではないか。 

 

③ 持続可能な原子力利用形態を実現するには高速炉による燃料のマルチリ

サイクリングが必須であるからして、ある規模以上の原子力発電施設を運

転していく場合、膨大な量の使用済燃料を長期間にわたって貯蔵しつづけ

るのは、広大な敷地を確保でき、資源制約がない特別な国はともかく、多

くの原子力発電国にとっては合理的選択とは言えない。 

   而して、この炉システム技術について、どこまで理想的なものをいつの

時点に実現することを目指すかについては、いろいろな意見があり、総合

システム分析の対象になる。ただし、第４世代のものとは言い難いもので

はあるけれども現実に実用規模の高速炉が建設されている状況にあっては、

この技術を我々が理想とする姿にリードしていくためにも、理想を探し、

唱え続けるだけではなく、それらに協力したり、自らも理想とするところ

を段階的にも実現していくことも大切ではないか。 

  このことから、日仏が２０１４－５年ごろに設計を固めることを目標に

高い安全性を備えた６００－７５０ＭＷe 級の高速炉の実証炉とその燃料

サイクル施設の概念検討に着手する状況にあることは適切である。双方は

こうした考え方を共有するとすれば、相互裨益の観点から可能な限り協力

してそれぞれの取組みを進めるべきではないか。 

 

以  上 


